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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来のチップパッケージ構造の光透過率が低い
という課題を解決することができるパッケージ用保護部
材を提供する。
【解決手段】接着層３３０を備えるチップパッケージ構
造物３００は、チップ３１０、パッケージ用保護部材３
２０、接着層３３０を備える。チップ３１０は動作面３
１２を有する。画像検出装置３１４は、動作面３１２上
に配置され、複数のコンタクトパッド３１６は、画像検
出装置３１４の周囲に配置される。パッケージ用保護部
材３２０は、動作面３１２上に配置される。パッケージ
用保護部材３２０は基板３２２を有し、基板３２２上に
支持部３２４を有する。それにより、支持部３２４は、
基板３２２上の空洞Ｓを区切る。支持部３２４は、動作
面３１２上の画像検出装置３１４が空洞Ｓの内部に位置
するように、動作面３１２と接触させてもよい。接着層
３３０は、支持部３２４と動作面３１２との間に配置さ
れている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデバイス領域を備えるウェハを覆うパッケージ用保護部材であって、前記パッケ
ージ用保護部材は、基板と、基板上に配置される支持部とを備え、
　前記支持部により前記基板上の複数の空洞を区切ることにより、各空洞をウェハ上のデ
バイス領域と対応付けることを特徴とするパッケージ用保護部材。
【請求項２】
　前記支持部の高さは、１５μｍから５０μｍの間であることを特徴とする請求項１に記
載のパッケージ用保護部材。
【請求項３】
　前記支持部の端に、溝を有することを特徴とする請求項１に記載のパッケージ用保護部
材。
【請求項４】
　前記溝に接着層を有することを特徴とする請求項３に記載のパッケージ用保護部材。
【請求項５】
　前記基板の上に位置合わせマークを有することを特徴とする請求項３に記載のパッケー
ジ用保護部材。
【請求項６】
　前記パッケージ用保護部材を構成する材料として、ガラスまたはポリメチル・メタクリ
ル樹脂（ＰＭＭＡ）を含むことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ用保護部材。
【請求項７】
　画像検出装置を上に有する動作面を備え、該画像検出装置の周囲には複数のコンタクト
パッドが配置され、
　前記動作面の上に配置されたパッケージ用保護部材を備え、該パッケージ用保護部材は
、基板と、該基板上に支持部を有することにより、前記支持部は、基板上の空洞を区切り
、前記動作面上の画像検出装置が前記空洞の内部に配置されるように、動作面と接触する
位置に配置され、
　支持部と動作面との間に配置される接着層を備えることを特徴とする請求項１に記載の
チップパッケージ構造物。
【請求項８】
　前記支持部は、前記ウェハ上の前記画像検出装置の高さよりも高いことを特徴とする請
求項７に記載のチップパッケージ構造物。
【請求項９】
　前記支持部の高さは、１５μｍから５０μｍの間であることを特徴とする請求項７に記
載のチップパッケージ構造物。
【請求項１０】
　前記支持部の端に溝を有し、前記溝に接着層を有することを特徴とする請求項７に記載
のチップパッケージ構造物。
【請求項１１】
　前記パッケージ用保護部材を構成する材料として、ガラスまたはポリメチル・メタクリ
ル樹脂（ＰＭＭＡ）を含むことを特徴とする請求項７に記載のチップパッケージ構造物。
【請求項１２】
　複数の画像検出装置を上に有する動作面を用意するステップを含み、該画像検出装置の
それぞれの周囲には複数のコンタクトパッドが配置され、
　基板と、該基板上に支持部を有するパッケージ用保護部材を用意するステップを含み、
前記支持部は、基板上の複数の空洞を区切り
　前記支持部と前記ウェハの動作面との間に接着層を形成して、前記パッケージ用保護部
材と前記ウェハの動作面を合わせるステップと、
前記パッケージ用保護部材および前記ウェハを別々に分解して複数のチップパッケージ構
造物を形成するステップと、



(3) JP 2008-72075 A 2008.3.27

10

20

30

40

50

　を含むことを特徴とするチップパッケージ構造物の製造方法。
【請求項１３】
　前記パッケージ用保護部材を形成するステップは、フォトリソグラフィーおよびエッチ
ングプロセスを実行するか、または射出形成プロセスを実行することを含むことを特徴と
する請求項１２に記載のチップパッケージ構造物の製造方法。
【請求項１４】
　前記支持部は、前記ウェハ上の前記画像検出装置の高さよりも高いことを特徴とする請
求項１２に記載のチップパッケージ構造物の製造方法。
【請求項１５】
　前記支持部の高さは、１５μｍから５０μｍの間であることを特徴とする請求項１２に
記載のチップパッケージ構造物の製造方法。
【請求項１６】
　前記パッケージ用保護部材を形成するステップは、前記支持部の端に溝を形成すること
を特徴とする請求項１２に記載のチップパッケージ構造物の製造方法。
【請求項１７】
　前記接着層は、前記溝をふさぐことを特徴とする請求項１６に記載のチップパッケージ
構造物の製造方法。
【請求項１８】
　前記パッケージ用保護部材を形成するステップは、前記基板の上に位置合わせマークを
形成することを特徴とする請求項１２に記載のチップパッケージ構造物の製造方法。
【請求項１９】
　前記パッケージ用保護部材と前記ウェハの動作面を合わせるステップは、前記位置合わ
せマークを使用して位置合わせを実行することを特徴とする請求項１８に記載のチップパ
ッケージ構造物の製造方法。
【請求項２０】
　前記パッケージ用保護部材を構成する材料として、ガラスまたはポリメチル・メタクリ
ル樹脂（ＰＭＭＡ）を含むことを特徴とする請求項１２に記載のチップパッケージ構造物
の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チップパッケージ構造物およびその製造方法に関する。本発明は特に、パッ
ケージ用保護部材を有するチップパッケージ構造物とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体の製造において、集積回路（ＩＣ）の生産は、大きく３つの大きな段階に分けら
れる。ウェハ製造段階、集積回路（ＩＣ）製造段階、集積回路パッケージ段階である。一
般的に、未処理のダイまたはチップの製造工程では、ウェハの製造、回路設計、マスク作
製、ウェハ切断を行う。さらに、未処理のダイをウェハから切り離した後に、未処理のダ
イのそれぞれのコンタクトは、対応する外部信号点に電気的に接続されなければならず、
また、成型材料でカプセル化することにより覆わなければならない。ダイまたはチップを
覆う目的は、湿気、熱、ノイズにより、ダイの特性および稼動に影響を与えてしまうこと
を防ぐことにある。また、パッケージでは、ダイを外部の電気デバイスに電気的に接続す
る媒体も備えている。
【０００３】
　従来のＩＣパッケージプロセスでは、ウェハを切断して多くの未処理のダイを形成した
後に、ワイヤ結合プロセスまたはフリップチッププロセスを実行して、外部の信号点を有
する未処理のダイのコンタクトの間を電気的に接続させている。ダイは、適切なワイヤ接
続がなされた後にのみ、成型材料を用いてカプセル化される。したがって、未処理のダイ
がカプセル化される前には、外部の微粒子が未処理のダイに簡単に落ちることがあり、従
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来のチップパッケージ構造物の歩留まりを下げることになってしまう。さらに、前述のパ
ッケージ構造物では、高い製造コストを伴うことになってしまう。
【０００４】
　上述の問題を解決するために、従来のチップパッケージ構造物として別のものが開発さ
れている。図１は、従来のチップパッケージ構造物の概略的な断面図である。図１に示す
ように、チップパッケージ構造物２００は、チップ２１０、パッケージ用保護部材２２０
、スペーサ２３０ａを備える。チップ２１０には、動作面２１２が配置され、その上に画
像検出装置２１４を有する。また、画像検出装置２１４の回りに多くのコンタクトパッド
２１６が配置される。さらに、スペーサ２３０ａが、接着層２３０ｂに取り囲まれている
。したがって、パッケージ用保護部材２２０は、実際はスペーサ２３０ａによって支持さ
れ、接着層２３０ｂによって動作面２１２に接着されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように覆う方法では、製造コストを下げ、パッケージプロセスの歩留まりを上げる
ことができるが、チップ２１０とパッケージ用保護部材２２０との間の接続が、スペーサ
２３０ａと接着層２３０ｂによる支持と接着を介して実現される。しかしながら、スペー
サ２３０ａと接着層２３０ｂの光の透過率は低く、チップパッケージ構造物２００の光透
過率は全体として低くなる。
【０００６】
　さらに、スペーサ２３０ａの高さ制限により、チップパッケージ構造物２００のパッケ
ージ用保護部材２２０と画像検出装置２１４を分ける距離は大変小さくなる。したがって
、外部の微粒子がパッケージ用保護部材２２０の外面に落ちて触れた場合に、この微粒子
が撮影の対象となることにより、画像検出装置２１４による光学品質の低下につながる場
合がある。
【０００７】
　したがって、従来のチップパッケージ構造物の欠点としては、低い処理の歩留まり、高
い製造コスト、低い光透過率、劣った光デバイスの性能品質といったものを含む。したが
って、より良いチップパッケージ構造物を開発することは早急に必要とされてきている。
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、従来のチップパッケージ構造物の光透過率が低いという
課題を解決することができるパッケージ用保護部材を提供することにある。
【０００９】
　また本発明の他の目的は、従来のチップパッケージ構造物における、低い処理の歩留ま
り、高い製造コスト、低い光透過率、劣った光デバイスの性能品質という課題を解決する
ことができるチップパッケージ構造物を提供することにある。
【００１０】
　また本発明の他の目的は、従来のチップパッケージ構造物における、低い処理の歩留ま
りおよび高い製造コストという課題を解決することができるチップパッケージ構造物の製
造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述のおよび他の利点を達成すべく、この発明の目的にしたがって、ここで具現化され
説明されているように、本発明では、ウェハを覆うパッケージ用保護部材を提供する。ウ
ェハは複数のデバイス領域を備える。パッケージ用保護部材は、基板と支持部を含む。支
持部は基板上に配置される。支持部により基板上の複数の空洞を区切るので、各空洞はウ
ェハ上のデバイス領域に対応付けられる。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態によると、支持部の高さは、たとえば１５μｍから５０μ
ｍの間である。
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【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態によると、支持部の端は、たとえば溝を有する。さらに、
パッケージ用保護部材は、溝の上に接着層を有する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態によると、パッケージ用保護部材はさらに、基板の上に位
置合わせマークを有する。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態によると、パッケージ用保護部材はさらに、たとえばガラ
スやポリメチル・メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ）を用いて製造される。
【００１６】
　本発明はまた、チップ、パッケージ用保護部材、接着層を備えるチップパッケージ構造
物を備える。チップは動作面を有する。画像検出装置は、動作面上に配置され、複数のコ
ンタクトパッドは、画像検出装置の周囲に配置される。パッケージ用保護部材は基板を有
し、基板上に支持部を有する。支持部は、基板上の空洞を区切る。支持部は、動作面上の
画像検出装置が空洞の内部に配置されるように、動作面と接触する位置に配置されている
。さらに、接着層は、支持部と動作面との間に配置されている。
【００１７】
　本発明の好ましい実施の形態によると、支持部は、たとえば画像検出装置よりも高い。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態によると、支持部の高さは、たとえば１５μｍから５０μ
ｍの間である。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態によると、支持部の端は、たとえば溝を有する。さらに、
パッケージ用保護部材は、溝の上に接着層を有する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態によると、パッケージ用保護部材はさらに、たとえばガラ
スやポリメチル・メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ）を用いて製造される。
【００２１】
　本発明はまた、後述のステップを有するチップパッケージ構造物の製造方法を備える。
まず、ウェハには動作面が与えられる。動作面は、画像検出装置を上に有し、複数のコン
タクトパッドを、画像検出装置の周囲に配置する。次に、パッケージ用保護部材を与える
。パッケージ用保護部材は基板を有し、基板上に支持部を有する。支持部は、基板上に複
数の空洞を区切る。接着層は、パッケージ用保護部材がウェハの動作面と接触するように
、支持部とウェハの動作面との間に形成される。ウェハ上にある各画像検出装置は、対応
する空洞の中に配置される。最後に、パッケージ用保護部材およびウェハは、分解されて
複数のチップパッケージ構造物を形成する。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態によると、パッケージ用保護部材は、フォトリソグラフィ
ーおよびエッチングプロセスを実行することにより形成されるか、または射出形成プロセ
スを実行することにより形成される。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態によると、支持部は、たとえばウェハにある画像検出装置
よりも高い。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態によると、支持部の高さは、たとえば１５μｍから５０μ
ｍの間である。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態によると、パッケージ用保護部材を形成するプロセスはた
とえば、支持部の端に溝を形成するステップと、溝を接着層で埋めるステップを含む。
【００２６】
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　本発明の好ましい実施の形態によると、パッケージ用保護部材を形成するプロセスはた
とえば、パッケージ用保護部材上に位置合わせマークを形成するステップを含む。さらに
、パッケージ用保護部材をウェハの動作面に接続するステップはたとえば、位置合わせマ
ークを用いて位置合わせを実行するステップを含む。
【００２７】
　本発明の好ましい実施の形態によると、パッケージ用保護部材はさらに、たとえばガラ
スやポリメチル・メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ）を用いて製造される。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明のチップパッケージ構造物は、ウェハを切断して個々のチップパッケージを形成
する前に、ウェハをパッケージ用保護部材で直接覆うことにより形成されるので、外部の
微粒子がチップの表面に落下して付着するリスクは最小化される。したがって、本発明に
かかるチップパッケージ構造物と製造方法により、歩留まりを上げることができる。さら
に、チップパッケージ構造物により、従来の方法に比べて処理ステップが簡略化され、製
造コストが下がる。
【００２９】
　本発明のパッケージ用保護部材の支持部およびチップパッケージ内の基板は、透明な材
料を用いて製造されるので、チップパッケージ構造物の光の透過率は、従来のチップパッ
ケージ構造物に比べて上がる。
【００３０】
　さらに、支持部の高さは、チップとパッケージ用保護部材との間の要求分離距離にした
がって設計することができる。支持部の高さがある程度の高さに収まる場合、パッケージ
用保護部材の外面に付着する微粒子は、焦点から外れて、もはや画像を形成することがで
きない。すなわち、外部の微粒子が画像検出装置の光学特性に与える影響は最小化される
。
【００３１】
　なお、前述の一般的な説明および後述の詳細な説明は例示的なものに過ぎず、請求の範
囲に示す発明については別途説明が加えられることは理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　ここで、本発明の実施の形態をさらに詳細に説明する。実施例は添付の図面を用いて説
明する。同一または同等の部分を参照するにあたっては、可能な限り、図面および詳細な
説明において同一の参照番号を用いる。
【００３３】
　図２は、本発明の一形態にかかるチップパッケージ構造物の概略的な断面図である。図
３は、図２に示したチップパッケージ構造物の上面図である。チップパッケージ構造物３
００は、図２および図３に示したように、チップ３１０、パッケージ用保護部材３２０、
接着層３３０を備える。チップ３１０は、動作面３１２を有する。画像検出装置３１４は
、動作面３１２上に配置され、複数のコンタクトパッド３１６は、画像検出装置３１４の
周囲に配置される。一形態では、画像検出装置３１４はたとえば、外部の光信号を受信す
るコンタクトイメージセンサまたは相補型酸化金属半導体（ＣＭＯＳ）イメージセンサを
含んでいる。チップ３１０を通して、光信号がその後の処理のために電気信号に変換され
る。画像検出装置３１４は、たとえば金属の相互接続配線を介して、取り囲むコンタクト
パッド３１６に電気的に接続される。
【００３４】
　パッケージ用保護部材３２０は、動作面３１２の上に配置される。さらに、パッケージ
用保護部材３２０は、基板３２２と基板３２２の上に配置される支持部３２４とを備える
。図２に示したように、支持部３２４は、基板３２２の上に空洞Ｓを区切り、支持部３２
４は、動作面３１２の上の画像検出装置３１４が空洞Ｓの上になるように、動作面３１２
と接触する。接着層３３０は、支持部３２４と動作面３１２との間に配置される。したが
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って、チップ３１０上の画像検出装置３１４は、パッケージ用保護部材３２０によって覆
われ、外界から遮断される。
【００３５】
　特に図２に示すように、本発明のパッケージ用保護部材３２０の支持部３２４は、高さ
がＨ１で、画像検出装置３１４の高さＨ２よりも高い。好ましくは支持部３２４の高さは
、１５μｍから５０μｍの間とする。さらに他の好ましい形態では、支持部３２４の端は
、たとえば溝３２４ａを有し、溝３２４ａを接着層３３０でふさぐ。さらに、パッケージ
用保護部材３２０は、たとえばガラスやポリメチル・メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ）を用い
て製造される。接着層３３０はたとえば、紫外線接着材料を用いて製造される。
【００３６】
　なお、チップ３１０上のパッケージ用保護部材３２０は、パッケージ用保護部材３２０
の支持部３２４を介して支持されている。したがって、パッケージ用保護部材３２０をチ
ップ３１０から隔てる距離には特に制限はない。パッケージ用保護部材３２０をチップ３
１０から隔てる距離が所定の距離を超えた場合、パッケージ用保護部材３２０の外面に付
着した微粒子は、焦点がずれるので画像を形成しない。したがって、チップ３１０上の画
像検出装置３１４の光学特性は、微粒子にまったく影響されることはない。
【００３７】
　その後、チップオンボード（ＣＯＢ）方法またはチップオンフレックス（ＣＯＦ）方法
が適用され、チップパッケージ構造物３００上のコンタクトパッド３１６を、電子装置（
図２には示さない）の次のステージに電気的に接続する。
【００３８】
　次に、チップパッケージ構造物３００の製造方法を説明する。図４－６は、図２に示し
たチップパッケージ構造物を形成するステップを示す概略的な断面図である。まず図３に
示したように、動作面３１２を有するウェハＷを与える。動作面３１２は、その上に形成
される複数の画像検出装置３１４をもつ。画像検出装置３１４は、ウェハＷ内の複数のデ
バイス領域Ｚの中にある。さらに、複数のコンタクトパッドが、様々な画像検出装置３１
４の周囲に配置される。
【００３９】
　ここで、パッケージ用保護部材Ｐを与える。パッケージ用保護部材Ｐは、基板３２２と
基板３２２に配置された支持部３２４とを備える。支持部３２４は、基板３２２上に複数
の空洞Ｓを区切っている。より詳細には、支持部３２４によって区切られた基板３２２上
の空洞Ｓの位置および数は、ウェハＷ上のデバイス領域Ｚの位置および数に左右される。
したがって、ウェハＷおよびパッケージ用保護部材Ｐが後の処理で組み合わされた場合に
、パッケージ用保護部材Ｐ上の空洞Ｓは、ウェハＷ上の画像検出装置３１４すべてを完全
に覆うことになる。
【００４０】
　パッケージ用保護部材Ｐがガラスを用いて製造される場合、フォトリソグラフィーおよ
びエッチングプロセスを用いてパッケージ用保護部材Ｐを形成することができる。言いか
えると、パッケージ用保護部材Ｐを形成するステップは、フォトレジスト層で大きなガラ
スの表面を全体的に覆うステップを含む。そして、露光および現像処理を実行してパター
ン化されたフォトレジスト層を形成する。その後、パターン化されたフォトレジスト層を
エッチングマスクとして使用することにより、ガラスパネルをエッチングして、パッケー
ジ用保護部材Ｐを形成する。しかしながら、ポリメチル・メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ）を
用いてパッケージ用保護部材Ｐを製造する場合には、フォトリソグラフィーおよびエッチ
ングプロセス、または成型プロセスのいずれかを使用することができる。成型プロセスで
は、成型ツールを用いて大型ＰＭＭＡパネルを圧縮することにより、図４に示すパッケー
ジ用保護部材を生産することができる。
【００４１】
　図４に示すように、前述のプロセスを用いて形成されたパッケージ用保護部材Ｐの支持
部３２４は、高さＨ１が、たとえばウェハＷ上の画像検出装置３１４の高さＨ１よりも高
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い。好ましくは、支持部３２４の高さは、１５μｍから５０μｍの間とする。一形態では
、前述のパッケージ用保護部材Ｐの製造プロセスは、パッケージ用保護部材Ｐの位置合わ
せマークＭを形成することを少なくとも含めることができる。なお、コンタクトパッド３
１６上の対応する位置の基板３２２の厚さを若干整えることにより、後続の切断処理（後
述の説明参照）を進めやすくすることができる。
【００４２】
　図４および図５に示すように、支持部３２４とウェハＷの動作面３１２との間に接着層
３３０を形成する。それにより、パッケージ用保護部材ＰとウェハＷの動作面３１２を組
み合わせる。さらに、ウェハＷ上の各画像検出装置３１４を、空洞Ｓのうちの１つの中に
おいている。この実施の形態では（図４に示す）、溝３２４ａの中を接着層３３０でふさ
いでいる。しかしながら、接着層３３０は、溝３２４ａに対応する位置にある動作面３１
２であらかじめ形成しておくことができる。さらに上述の、パッケージ用保護部材Ｐをウ
ェハＷの動作面３１２に合わせるステップでは、位置合わせマークＭを用いて位置合わせ
することにより、画像検出装置３１４を各空洞Ｓの中に正確に配置することができる。
【００４３】
　最後に図５および図６に示すように、パッケージ用保護部材ＰとウェハＷは、別々に切
断され、複数の独立したチップパッケージ構造物３００を形成する。この実施の形態では
、図５の矢印Ａで示される位置および方向に向かって切断される。さらに、パッケージ用
保護部材Ｐは、レーザーまたはダイヤモンドツールのカッターを用いた方法で切断される
。一方、ウェハＷは、ダイヤモンドツールのカッターを用いて、通常通り切断する。さら
に、切断操作のタイミングについても幅広く対応することができる。ウェハＷまたは、パ
ッケージ用保護部材ＰとウェハＷの両方を、同時に切断することができるようになる前ま
たは後に、パッケージ用保護部材Ｐを切断することができる。さらに、パッケージ用保護
部材Ｐの切断処理中に、コンタクトパッド３１６の上にある基板の一部を除去してコンタ
クトパッド３１６を露出させる。
【００４４】
　概略的に説明すると、このチップパッケージ構造物の主要な利点は次のものを含む。
　１．パッケージ用保護部材は、ウェハを切断する前に、チップを直接覆うのに用いられ
る。したがって、外部の微粒子がチップにあまり付着しないので、チップパッケージ構造
物の歩留まりを上げることができる。さらに、チップパッケージ構造物の製造コストが下
がる。
　２．パッケージ用保護部材の支持部および基板の両方が、透明な材料を用いて製造され
るので、パッケージ用保護部材を用いるチップパッケージ構造物は、光の透過率が従来の
チップパッケージ構造物に比べて上がる。
　３．チップとパッケージ用保護部材との間を分ける距離を、支持部の高さを調整するこ
とにより実際の条件にあわせて定めることができる。さらに、支持部の高さが所定の高さ
を超える場合、パッケージ用保護部材の外面に付着する微粒子は、焦点から大きく外れる
ので、もはや画像を形成することができない。したがって、画像検出装置の光学特性は、
外部の微粒子によっては影響を受けない。
【００４５】
　この技術に関する通常の知識を有するものであれば、本発明の範囲および趣旨から逸脱
しない範囲で本発明の構成を修正することができるものとしてもよい。前述の観点におい
て、本発明では請求の範囲および均等の範囲内となる本発明の様々な修正および変形を意
図している。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】従来のチップパッケージ構造物の概略的な断面図である。
【図２】本発明の一形態にかかるチップパッケージ構造物の概略的な断面図である。
【図３】図２に示したチップパッケージ構造物の上面図である。
【図４】図２に示したチップパッケージ構造物を形成するステップを示す概略的な断面図
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である。
【図５】図２に示したチップパッケージ構造物を形成するステップを示す概略的な断面図
である。
【図６】図２に示したチップパッケージ構造物を形成するステップを示す概略的な断面図
である。
【符号の説明】
【００４７】
３００　チップパッケージ構造物
３１０　チップ
３１２　動作面
３１４　画像検出装置
３１６　コンタクトパッド
３２０　パッケージ用保護部材
３２２　基板
３２４　支持部
３２４ａ　溝
３３０　接着層
Ｓ　空洞

【図１】

【図２】

【図３】
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